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目

次

四　

事
務
所
の
所
在
地

中
央
区
京
橋
三
丁
目
六
番
十
八
号

五　

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
四
月
十
一
日

六　

事
業
年
度

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七　

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
板
の
ほ
か
、
組
合
が
適
当
と
認
め
る
場
所
に
掲

示
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
官
報
に
掲
載
し
て
こ
れ
を
行
う
。

八　

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

限
令
和
六
年
五
月
十
日

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
五
十
六
号

平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
千
三
百
三
十
六
号
（
東
京
都
建
築

物
環
境
配
慮
指
針
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
四
月
十
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

別
表
第
一
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
の
部
建
築
物
の
熱
負
荷

の
低
減
の
項
エ
中
「建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

ー消
費
性
能
の
向
上
に
関

す
る
法
律

」
を
「建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

ー消
費
性
能
の
向
上
等
に
関

す
る
法
律

」
に
改
め
、
同
部
効
率
的
な
運
用
の
仕
組
み
の
項
ア
中

「表
１
か
ら
表
３
ま
で

」
を
「表

４
か
ら
表
６
ま
で

」
に
、
「表

１

　
エ
ネ
ル
ギ

ーの
予
測
に
係
る
事
項

」
を
「表

４　
エ
ネ
ル
ギ

ーの

予
測
に
係
る
事
項

」
に
、
「表

２　
エ
ネ
ル
ギ

ーの
計
測
に
係
る
事

項

」
を
「表

５　
エ
ネ
ル
ギ

ーの
計
測
に
係
る
事
項

」
に
、
「表

３

　
エ
ネ
ル
ギ

ーの
表
示
等
に
係
る
事
項

」
を
「表

６　
エ
ネ
ル
ギ

ー

の
表
示
等
に
係
る
事
項

」
に
改
め
、
同
項
イ
中
「表

１
か
ら
表
３
ま

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
五
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
町
田
都
市
計
画
道
路
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
十
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

町
田
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

町
田
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
九
号

高
ヶ
坂
成
瀬
線

三

事
業
施
行
期
間

令
和
六
年
四
月
十
一
日
か
ら
令
和
十
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

�

町
田
市
高
ヶ
坂
四
丁
目
及
び
西
成
瀬
三

　

丁
目
各
地
内

使
用
の
部
分

　

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
五
十
五
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
京
橋
三
丁
目
東
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

の
設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
十
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

組
合
の
名
称

京
橋
三
丁
目
東
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二　

事
業
施
行
期
間

令
和
六
年
四
月
十
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

三　

施
行
地
区

中
央
区
京
橋
三
丁
目
地
内

告
　
　
　
示

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）…�

一

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…�
一

○
平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
千
三
百
三
十
六
号
（
東
京

　

都
建
築
物
環
境
配
慮
指
針
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…（
環
境
局
気
候
変
動
対
策
部
環
境
都
市
づ
く
り
課
）…�

一

○
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
九
号
（
平
成
二
十
一

　

年
東
京
都
告
示
第
千
三
百
三
十
六
号
（
東
京
都
建
築
物
環

　

境
配
慮
指
針
）
の
全
部
改
正
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…（
同
）…�

二

○
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
千
七
十
九
号
（
都
民
の
健
康
と

　

安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第
二
十
三
条
の
七

　

か
ら
第
二
十
三
条
の
十
三
ま
で
の
規
定
並
び
に
東
京
都
建

　

築
物
環
境
配
慮
指
針
第
三
章
第
五　

四
及
び
第
七　

三
の

　

規
定
に
基
づ
き
知
事
が
別
に
定
め
る
事
項
）
の
一
部
改
正

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…�

三

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　

域
の
指
定
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…�

四

告
　
　
　
示

▷
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「表
17

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
五
十
七
号

令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
九
号
（
平
成
二
十
一
年
東
京

都
告
示
第
千
三
百
三
十
六
号
（
東
京
都
建
築
物
環
境
配
慮
指
針
）
の

全
部
改
正
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
四
月
十
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

第
三
章
第
七　

二
㈠
中
「一

」
を
「１

」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
へ
の
転
換
の
部
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
の
款
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
変
換
利
用
の
項
イ
②
中
「６

㎾
上

」
を
「６

㎾
以

上

」
に
改
め
、
同
表
資
源
の
適
正
利
用
の
部
持
続
可
能
な
低
炭
素
資

材
等
の
利
用
の
款
躯
体
材
料
に
お
け
る
低
炭
素
資
材
等
の
利
用
の
項

ア
中

「
③

 
リ
サ
イ
ク
ル
鋼
材
（
東
京
都
環
境
物
品
等
調
達
方
針
（
公
共
工
事
）
の
特
別
品
目
に
該
当
す
る
資
材
等

の
う
ち
、
電
炉
鋼
材
な
ど
の
リ
サ
イ
ク
ル
鋼
材
を
い
う
。
）
低
炭
素
資
材
の
う
ち
、
合
法
木
材
（
国
産
材

に
限
る
。
）
を
含
む
２
つ
以
上
の
資
材
を
利
用
し
て
い
る
。
 

 

」
を

「

③
 
リ
サ
イ
ク
ル
鋼
材
（
東
京
都
環
境
物
品
等
調
達
方
針
（
公
共
工
事
）
の
特
別
品
目
に
該
当
す
る
資
材
等

の
う
ち
、
電
炉
鋼
材
な
ど
の
リ
サ
イ
ク
ル
鋼
材
を
い
う
。
）
 

(
2
)
 
低
炭
素
資
材
の
う
ち
、
合
法
木
材
（
国
産
材
に
限
る
。
）
を
含
む
２
つ
以
上
の
資
材
を
利
用
し
て
い
る
。
 

 

」
に

改
め
、
同
部
建
設
に
係
る
環
境
負
荷
低
減
へ
の
配
慮
の
款
建
設
副
産

物
の
有
効
利
用
及
び
適
正
処
理
の
項
評
価
基
準
の
欄
ア
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

で

」
を
「表

４
か
ら
表
６
ま
で

」
に
改
め
、
同
表
資
源
の
適
正
利
用

の
部
長
寿
命
化
等
の
款
維
持
管
理
、
更
新
、
改
修
、
用
途
の
変
更
等

の
自
由
度
の
確
保
の
項
ア
中
「表

４
か
ら
表
６
ま
で

」
を
「表

７
か

ら
表
９
ま
で

」
に
、
「表

４　
躯
体
以
外
の
劣
化
対
策
に
係
る
事

項

」
を
「表

７　
躯
体
以
外
の
劣
化
対
策
に
係
る
事
項

」
に
、
「表

５　
大
型
機
器
等
の
搬
出
入
に
係
る
事
項

」
を
「表

８　
大
型
機
器

等
の
搬
出
入
に
係
る
事
項

」
に
、
「表

６　
そ
の
他
に
係
る
事
項

」

を
「表

９　
そ
の
他
に
係
る
事
項

」
に
改
め
、
同
項
イ
中
「表

４
か

ら
表
６
ま
で

」
を
「表

７
か
ら
表
９
ま
で

」
に
改
め
、
同
項
エ
中

「表
７
か
ら
表
９
ま
で

」
を
「表

10か
ら
表
12ま

で

」
に
、
「表

７

　
躯
体
以
外
の
劣
化
対
策
に
係
る
事
項

」
を
「表

10　

躯
体
以
外
の

劣
化
対
策
に
係
る
事
項

」
に
、
「表

８　
大
型
機
器
等
の
搬
出
入
に

係
る
事
項

」
を
「表

11　

大
型
機
器
等
の
搬
出
入
に
係
る
事
項

」
に
、

「表
９　

そ
の
他
に
係
る
事
項

」
を
「表

12　

そ
の
他
に
係
る
事

項

」
に
改
め
、
同
項
オ
中
「表

７
か
ら
表
９
ま
で

」
を
「表

10か
ら

表
12ま

で

」
に
改
め
、
同
表
自
然
環
境
の
保
全
の
部
水
循
環
の
項
ア

中
「30ミ

リ
メ

ート
ル
以
上

」
を
「30m

m
以
上

」
に
改
め
、
同
部

緑
化
の
款
高
木
等
に
よ
る
緑
化
の
項
ア
中
「表

10か
ら
表
12ま

で

」

を
「表

13か
ら
表
15ま

で

」
に
、
「表

10　

建
築
物
上
に
お
け
る
樹

木
の
量
の
確
保
に
係
る
事
項

」
を
「表

13　

建
築
物
上
に
お
け
る
樹

木
の
量
の
確
保
に
係
る
事
項

」
に
、
「表
11　

高
木
の
植
栽
に
係
る

事
項

」
を
「表

14　

高
木
の
植
栽
に
係
る
事
項

」
に
、
「表

12　

既

存
の
樹
木
の
保
全
に
係
る
事
項

」
を
「表

15　

既
存
の
樹
木
の
保
全

に
係
る
事
項

」
に
改
め
、
同
項
イ
中
「表

10か
ら
表
12ま

で

」
を

「表
13か

ら
表
15ま

で

」
に
改
め
、
同
表
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象

の
緩
和
の
部
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
の
緩
和
の
款
建
築
設
備
か
ら

の
人
工
排
熱
対
策
の
項
ア
及
び
イ
中
「表

13

」
を
「表

16

」
に
改
め
、

同
款
敷
地
と
建
築
物
の
被
覆
対
策
の
項
ア
及
び
イ
中
「表

14

」
を
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別
表
第
一
生
物
多
様
性
の
保
全
の
部
水
循
環
の
項
ア
中
「30ミ

リ

メ

ート
ル
以
上

」
を
「30m

m
以
上

」
に
改
め
、
同
部
緑
化
の
款
生

き
も
の
の
生
息
生
育
環
境
に
配
慮
し
た
樹
木
の
確
保
の
項
中
「1000

㎡

」
を
「1,000㎡

」
に
改
め
、
同
款
生
き
も
の
の
生
息
生
育
環
境

等
に
配
慮
し
た
維
持
・
管
理
・
利
用
の
項
ア
中
「⑧

」
を
「⑥

」
に

改
め
、
同
表
気
候
変
動
へ
の
適
応
の
部
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
対
策
の

款
Ｅ
Ｖ
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｖ
用
充
電
設
備
の
設
置
の
項
ア
⑴
中
「こ

の
表

」

を
「こ

の
表
に

」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「第

３
章
第
２

」
を
「第

３
章
第
１

」
に
改
め
、
同

表
気
候
変
動
へ
の
適
応
の
部
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
対
策
の
項
中
「熱

等

」
を
「熱

」
に
、
「配

置

」
を
「設

置

」
に
改
め
る
。

別
表
第
四　

２
の
項
中
「延

べ
床
面
積

」
を
「延

べ
面
積

」
に
改

め
、
同
表
備
考
１
中
「第

条
14条

」
を
「第

14条

」
に
、
「設

計
一

次
エ
ネ
ル
ギ

ー消
費
量
の

」
を
「誘

導
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ

ー消
費

量
の

」
に
、
「基

準
一
次
エ
ネ
ル
ギ

ー消
費
量
の

」
を
「誘

導
基
準

一
次
エ
ネ
ル
ギ

ー消
費
量
の

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
五
十
八
号

令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
千
七
十
九
号
（
都
民
の
健
康
と
安
全
を

確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第
二
十
三
条
の
七
か
ら
第
二
十
三
条

の
十
三
ま
で
の
規
定
並
び
に
東
京
都
建
築
物
環
境
配
慮
指
針
第
三
章

第
五　

四
及
び
第
七　

三
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
別
に
定
め
る
事

項
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
四
月
十
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

三
中
「中

小
規
模
特
定
建
築
物

（同
項

」
を
「中

小
規
模
特
定
建

 
ア
 
表
1
8
か
ら
表
2
0
ま
で
の
各
点
数
が
１
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
表
1
8か
ら
表
2
0ま
で
に
よ
る
点
数
の
合
計
が
９
以
上
で
あ
る
こ
 

と
。
 

表
1
8 
建
設
発
生
土
に
係
る
事
項
 

配
慮
の
内
容

 
点
数
 

点
数
１
の
配
慮
の
内
容
の
①
及
び
②
の
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
建
設
発
生
土
を
発
生
さ
せ
な
い
又
は
全
て
現

場
内
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
建
設
工
事
発
注
の
仕
様
書
等
に
示
し
て
い
る
。

 
３
 

点
数
１
の
配
慮
の
内
容
の
取
組
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
か
つ
、
建
設
発
生
土
の
場
外
搬
出
に
お
い
て
、
建
設
発
生

土
の
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
等
を
活
用
し
て
、
搬
出
先
ま
で
の
移
動
経
路
を
追
跡
し
、
実
態
の
把
握
に
努
め

る
こ
と
に
つ
い
て
、
建
設
工
事
発
注
の
仕
様
書
等
に
示
し
て
い
る
。
 

２
 

点
数
１
の
配
慮
の
内
容
の
取
組
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
か
つ
、
建
設
発
生
土
の
場
外
搬
出
に
お
い
て
、
官
民
有
効

利
用
マ
ッ
チ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
等
を
活
用
し
て
、
工
事
間
利
用
に
努
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
建
設
工
事
発
注
の
仕
様
書

等
に
示
し
て
い
る
。
 

２
 

次
の
①
か
ら
③
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
設
計
又
は
建
設
工
事
発
注
の
仕
様
書
等
に
示
し
て
い
る
。

 
①

 
建
築
工
法
や
施
工
法
等
の
選
択
に
よ
り
、
建
設
発
生
土
の
発
生
抑
制
や
削
減
に
努
め
る
こ
と
。
 

②
 
建
設
発
生
土
の
現
場
内
利
用
に
努
め
る
こ
と
。
 

③
 
場
外
搬
出
す
る
建
設
発
生
土
の
搬
出
先
（
名
称
・
所
在
地
）

 

１
 

 

表
1
9 
建
設
廃
棄
物
（
建
設
汚
泥
）
に
係
る
事
項
 

配
慮
の
内
容

 
点
数
 

点
数
１
の
配
慮
の
内
容
①
及
び
点
数
２
の
配
慮
の
内
容
①
の
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
建
設
汚
泥
を
発
生
さ
せ

な
い
又
は
発
生
し
た
建
設
汚
泥
を
全
て
現
場
内
に
お
い
て
自
ら
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
建
設
工
事
発
注
の
仕
様

書
等
に
示
し
て
い
る
。

 
３
 

点
数
１
の
配
慮
の
内
容
の
取
組
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
か
つ
、
次
の
①
及
び
②
の
事
項
に
つ
い
て
、
建
設
工
事
発

注
の
仕
様
書
等
に
示
し
て
い
る
こ
と
。
 

①
 
再
資
源
化
施
設
に
お
け
る
中
間
処
理
方
法
及
び
中
間
処
理
後
の
搬
入
先
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

②
 
最
終
処
分
場
に
お
い
て
適
正
処
理
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

２
 

点
数
１
の
配
慮
の
内
容
の
取
組
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
か
つ
、
次
の
①
及
び
②
の
事
項
に
つ
い
て
、
建
設
工
事
発

注
の
仕
様
書
等
に
示
し
て
い
る
こ
と
。
 

①
 
建
設
汚
泥
を
現
場
内
に
お
い
て
自
ら
利
用
す
る
こ
と
に
努
め
る
こ
と
。
 

②
 
建
設
汚
泥
を
搬
出
す
る
再
資
源
化
施
設
は
、
優
良
施
設
を
選
定
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
 

２
 

次
の
①
及
び
②
の
事
項
に
つ
い
て
、
設
計
又
は
建
設
工
事
発
注
の
仕
様
書
等
に
示
し
て
い
る
こ
と
。

 
①
 
泥
水
を
使
用
し
な
い
掘
削
方
法
の
選
択
に
よ
り
、
建
設
汚
泥
の
発
生
抑
制
及
び
建
設
工
事
現
場
に
お
け
る

縮
減
に
努
め
る
こ
と
。
 

②
 
場
外
搬
出
す
る
建
設
汚
泥
の
搬
出
先
に
つ
い
て
、
建
設
工
事
の
受
注
者
が
建
築
主
に
事
前
及
び
事
後
の
報

告
を
行
う
こ
と
。
 

１
 

表
2
0 
建
設
廃
棄
物
（
建
設
混
合
廃
棄
物
）
に
係
る
事
項
 

配
慮
の
内
容

 
点
数
 

点
数
２
の
配
慮
の
内
容
の
事
項
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
か
つ
、
建
築
主
が
建
設
工
事
現
場
に
お
け
る
分
別
率
や
リ

サ
イ
ク
ル
率
の
目
標
を
定
め
、
当
該
目
標
の
達
成
に
向
け
た
取
組
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

 
３
 

次
の
①
及
び
②
の
事
項
に
つ
い
て
、
建
設
工
事
発
注
の
仕
様
書
等
に
示
し
て
い
る
こ
と
。
 

①
 
廃
棄
物
の
取
扱
い
に
応
じ
た
分
別
が
可
能
な
分
別
ヤ
ー
ド
の
設
置
等
に
よ
り
、
建
設
工
事
現
場
に
お
け
る

建
設
混
合
廃
棄
物
の
発
生
抑
制
に
努
め
る
こ
と
。
 

②
 
建
設
工
事
の
受
注
者
が
、
分
別
ヤ
ー
ド
の
定
期
点
検
、
建
設
工
事
現
場
の
見
回
り
、
作
業
員
の
啓
発
等
を

行
う
こ
と
。
 

２
 

次
の
①
及
び
②
の
事
項
に
つ
い
て
、
建
設
工
事
発
注
の
仕
様
書
等
に
示
し
て
い
る
こ
と
。

 
①
 
建
設
工
事
現
場
に
搬
入
す
る
資
材
等
の
省
梱
包
化
や
無
梱
包
化
の
選
択
に
よ
り
、
廃
棄
す
る
梱
包
材
の
削

減
に
努
め
る
こ
と
。
 

②
 
建
設
工
事
現
場
に
搬
入
す
る
資
材
等
の
プ
レ
カ
ッ
ト
等
に
よ
り
、
廃
棄
す
る
余
剰
材
の
削
減
に
努
め
る
こ

と
。
 

１
 

廃
棄
物
の
取
扱
い
に
応
じ
た
分
別
が
可
能
な
分
別
ヤ
ー
ド
の
設
置
等
に
よ
り
、
建
設
工
事
現
場
に
お
け
る
建
設
混

合
廃
棄
物
の
発
生
抑
制
に
努
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
建
設
工
事
発
注
の
仕
様
書
等
に
示
し
て
い
る
こ
と
。
 

１
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に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

ふ
っ
素
及
び
そ
の

化
合
物

三　

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

「

　

配
管
等

充
電
用
コ

ン
セ
ン
ト

及
び

普
通
充
電

設
備

Ｖ
２
Ｈ

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

エ
　
電
気
自
動
車
充
電
設
備
整
備
基
準
及
び
誘
導
す
べ
き
同
基
準
に
関
す
る
事
項

駐
車
施
設

の
区
画
数

電
気
自
動
車
充
電
設
備
の
整
備
数

整
備
基
準

に
対
す
る

適
合
状
況

誘
導
す
べ
き

基
準

に
対
す
る

適
合
状
況

急
速
充
電
設
備

に
」　

改
め
、
同
様
式
そ
の
六
中
「0.75

」
を
「0.7

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
五
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
十
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
渋
谷
区
恵
比
寿

南
三
丁
目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

築
物

（条
例
第
23条

の
７
第
１
項

」
に
、
「条

例
第
23条

の
７
第
１

項
の

」
を
「同

項
の

」
に
改
め
る
。

十
中
「11

」
を
「９

」
に
改
め
る
。

十
七
中
「条

例
等

」
を
「条

例
、
規
則
、
配
慮
指
針
及
び
本
告

示

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
そ
の
三
中
「熱

等

」
を
「熱

」
に
、
「配

置

」

を
「設

置

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
四
の
一
中

「　

性
能
基
準

に
対
す
る

適
合
状
況

誘
導
す
べ
き

基
準

に
対
す
る

適
合
状
況

」
を

「　

整
備
基
準

に
対
す
る

適
合
状
況

誘
導
す
べ
き

基
準

に
対
す
る

適
合
状
況

」
に

改
め
、
同
様
式
そ
の
四
の
二
中

「（
２

）
　

住
宅

以
外

の
用

途
　

配
管

等

充
電

用
コ

ン
セ

ン
ト

及
び

普
通

充
電

設
備

Ｖ
２

Ｈ

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

区
画

区
画

区
画

区
画

k
W

区
画

エ
　

電
気

自
動

車
充

電
設

備
整

備
基

準
及

び
誘

導
す

べ
き

同
基

準
に

 
 
関

す
る

事
項

駐
車

施
設

の
区

画
数

電
気

自
動

車
充

電
設

備
の

整
備

数

急
速

充
電

設
備

　

を
」　
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40 0 0

48 1

48

48 4

【格子の回転角度（40度0分0秒】
格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北方向に
引いた線並びにこれらと平行して10ｍ間隔で引いた線によ
り構成されている格子を、起点を中心として、右回りに回
転させた角度を示す。

【起点】
起点は、渋谷区恵比寿南三丁目48番4の
最北端とする。

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
六
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
十
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
大
田
区
大
森
西

七
丁
目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
、
水
銀
及
び
そ
の
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
砒ひ

素

及
び
そ
の
化
合
物

三　

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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　 北

 起点 18度41分46秒

80番1 83番
84番1

85番1

敷地境界 起点は、大田区大森西七丁目77番1の最北端とする。
調査対象地
筆境界

形質変更時要届出区域
単位区画

格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北方向
に引いた線並びにこれらと平行して10ｍ間隔に引いた線
で構成されている格子を、起点を中心として、右回りに
回転させた角度を示す。

別 図

【凡例】 【起点】

【格子の回転角度 18度41分46秒】

84番2

85番2
556番

大田区大森西七丁目77番１

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
六
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
十
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
目
黒
区
中
目
黒

二
丁
目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
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